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８月１日、公務員連絡会０６人勧期最大のヤマ場第３次中央行動（4,000 人）

給与・職員副支局長交渉での人事院の回答は以下のとおり。

① 勧告日は７日の週の前半（８日の公算）。

② 比較対象企業規模の５０人への拡大など官民比較方法の見直しを行う。

③ 月例給は大きなマイナスとはならず据置き。一時金は最小限の引き下げ（0.05 月）になるかどうか。

④ 広域異動手当など給与構造の見直し関係の勧告を行う。

⑤ 勧告日にあわせて育児の短時間勤務制度、自己啓発等の休業制度の意見の申出を行う努力をする。

公務員連絡会側は、②に関して強く抗議し撤回を求めたが、物別れに終わりました。勧告日ギリギリまで官

民比較方法の拙速な見直しや月例給・一時金の「維持・改善」を求め交渉・協議を強めます。
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教高第３９７号（2004 年 9 月 1日付）

３ 長期休業期間内に週休日の振替等が可能な大会引率等について

校長が、教育職員に対し、長期休業期間内に、※上記１の（１）のア～エ以外の勤務を命ずるために、週

休日の振替等を行う場合は、下記の（１）、（２）に留意する。

(１) 週休日の振替等が勤務する週休日と同一週内で、かつ、長期休業期間内で行うことが可能である場

合に限る。

(２) 勤務する週休日が長期休業期間内でなくとも、上記３の（１）の措置が可能である場合を含む。

上記※下線部の「勤務」とは、超過勤務を命ずることのできる限定４項目以外の勤務（部活練習試合、部活

練習、補習、保護者面談等）をさします。これらの教育活動で勤務する場合は、半日単位で同一週（日～土）

内の勤務日と勤務振替ができます。ただし、振替をした場合は特殊勤務手当は支給されません。

積極的に活用して、週４０時間以内の勤務時間を守るとりくみを強めましょう。

不勉強でわからない管理職には（囲みの）通達を教え、厳正な運用を求めましょう。
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指示５１号（７月１８日付け）でお願いしているところですが、必要な手続きルールを守り、教育力量を高

めるため、積極的に取得・研修しましょう。ただし、実施に際しては、決して、他から批判されることのない

ように留意しましょう。

研修を認めない等校長の不当な対応がある場合は、本部に連絡を上げて下さい。
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指示４２号（６月２６日付け）でお願いしているところですが、７月から９月の取得期間に５日間を１日単

位で完全消化しましょう。原則は５日間連続ですが、勤務・指導の都合がある場合は、分割してでも完全に消

化しましょう。可能な限り、８月中に３日連続で取得するなど、工夫して取得して下さい。不当な干渉があっ

た場合は本部に連絡して下さい。


